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むつ都市計画区域について 

津軽海峡 

陸奥湾 

• むつ都市計画区域は市街化区域及び市
街化調整区域が定められていない都市
計画区域いわゆる非線引き都市計画区
域となっています。 

• 建物用途等の混在による環境悪化を防
ぐ等、まちづくりのための用途地域（11種

類）や、準防火地域、都市施設、臨港地
区が定められています。 

• 用途地域が指定されない区域は、白地地
域と呼ばれています。 

• 白地地域では、床面積の合計が1万㎡を

超える店舗等の大規模集客施設だけが
制限されており、その他の建物用途等に
ついては制限がありません。 

• 白地地域でのまちづくりの考え方は、む
つ市都市計画マスタープラン等上位計画
に示されています。 



むつ市都市政策課 

3 

上位計画等 

むつ都市計画区域マスタープラン 

土地利用の方針 
 優良な農地との健全な 
 調和に関する方針 
 
 
 

市街地周辺に広がる農地は、食料の
安定的な供給を図るための基礎的な
土地資源であるとともに、身近に広が
る緑の空間でもある等多面的な機能
を果たしており、今後とも計画的な確
保を図る。 

 計画的な都市的土地 
 利用の実現に関する 
 方針 

人口減少時代の到来などを踏まえ、
無秩序な市街地の拡大を抑制する都
市計画制度の活用を図る。 

地域ごとの市街地像 
 市街地ゾーン 
 
 
 
 

今後、予定されている下北半島縦貫
道路の整備に伴い、市街地及び市街
地周辺の開発ポテンシャルが高まる
ことが予想されるが、無秩序な開発や
市街地の外延化を抑制し、コンパクト
で効率的な市街地の形成を図る。 

 市街地ゾーンを取り巻く 
 田園ゾーン 
 
 
 

市街地の周辺に広がる農地・集落に
ついては、農作物の生産や防災等の
多機能を果たす空間として保全する
とともに、生産性や生活環境の質の
向上を図るための環境整備を進める。 
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むつ市都市計画マスタープラン 

むつ地域 
 土地利用の方針 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• 農地保全エリアは無秩序な宅地化
を抑制し、農地や自然環境を保全
する土地利用の規制、誘導の強化
を図ります。  

• 森林保全エリアは地域の財産であ
る豊かな森林を維持、保全を図りま
す。 

• 集落地は自然環境と共生するゆと
りある生活環境の維持を図ります。 

• 国道３３８号バイパス沿いの用途地
域外の地区は、無秩序な市街地の
広がりを抑制し、周辺の環境に配
慮した土地利用の規制ヷ誘導を図
ります。  

• 地域北部の工業業務エリアは原子
力関連産業などが集積する計画的
な基盤づくりを進めます。 
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むつ市都市計画マスタープラン 

大畑地域 
 土地利用の方針 
 
 

• 市街地南部の住宅地や国道２７９
号沿道は無秩序な宅地化を抑制
し、適切な土地利用の規制、誘導
を図ります。   

むつ市長期総合計画 

地域の個性を活かした特
色あるまちづくり 
 計画的な土地利用の
推進 
 
 
 

• 新市まちづくり計画との相互補完
や適切な運用を図り、土地利用の
現況等を考慮しながら、市全域に
ついて地域の特性、機能、資源を
活かした調和のある一体的な圏域
を形成していくための効果的、効
率的な土地利用の推進を図ります。 
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今日のまちづくりの課題と方向性 
１．社会情勢の変化によるまちづくりの課題 

 全国的な人口減少・少子高齢化の進展、著しい財政的制約、地球環境問題への対応
など、都市を取り巻く社会経済情勢が変化しています。 

 そのため、拡散型の都市構造から集約型都市構造への転換、低炭素まちづくりの実
現が求められています。 

 また、市街地周辺の農村集落等では農業後継者不足等による耕作放棄地の発生と集
落の衰退などの課題もうかがえます。 
 

2. 白地地域におけるまちづくりの方向性 
 ①土地利用誘導の基本的な考え方 
    上位計画における位置づけやまちづくりの課題を踏まえると、土地利用の適正な規 
   制誘導により環境を保全し、市街地の拡大抑制、コンパクトな都市を形成していくこ 
   とが必要です。  
 ②具体的な方針 
    市街地の拡大を助長する大規模な商業施設や業務施設立地の抑制や住環境へ 
   影響を及ぼす施設を抑制し、農村環境や自然的土地利用の維持を目指します。 
    また、今後整備される下北半島縦貫道路のインターチェンジ接続箇所周辺におい 
   ては、交通利便の向上により、市街地化とした土地利用転換が予想されるため、不 
   適切な土地利用転換に対する予防策を実施します。 
 ③具体的な方策（都市計画手法の活用） 
    「特定用途制限地域」を導入し、現状の無秩序な市街地化が可能な白地地域にお 
   いて、適切な土地利用コントロールを進めます。 
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特定用途制限地域について 

• 都市計画法第8条に規定される用途地域と同じ都市計画の一つです。 

• 特定用途制限地域は、用途地域が定められていない地域（白地地域）内にお
いて、その良好な環境の形成又は保持のため当該地域の特性に応じて合理的
な土地利用が行われるよう、制限すべき特定の建築物等の用途の概要を定め
る地域です。（都市計画法第9条第14項） 

• この都市計画の決定権者は市です。 

• この都市計画で制限する建築物等の用途の概要が定められた上で、建築基準
法に基づく市の制限条例（建築基準法第49条の2）を制定することにより建築物
等の立地制限がされます。 

むつ市都市計画マスタープランでは・・・ 

 都市計画決定へ向けた基本的な考え方として、白地地域について、地域の特性
にふさわしい土地利用の規制誘導や環境保護を図るため、特定用途制限地域に
よる無秩序な市街地化の抑制を必要に応じて検討していくとされています。 
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1. まちづくりの方針 
2. 周辺環境に配慮した土地利用の規制・誘導 
3. 市街地の拡大の抑制 

白地地域での現行土地利用は、一団の住宅地を形成している地区、幹線道路沿道での
商業施設立地など市街化が進行している地区、農地や山林が維持されている地区など
様々である。 

白地地域においては、自然・生活環境 

を保全し、日常生活に必要な小規模な店
舗、事務所を許容する「自然環境共生地
区」として第一種中高層住居専用地域並
みを基本ベースとします。 

基本ベースを前提に、既存市街地の状
況、今後の土地利用転換を考慮し、建物
用途の制限内容や規模について、地区
ごとに修正を掛けます。 
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地区内でのゾーン分解 

 白地地域を市街化が進行している地区内をゾーン分けし、その状況に合わせた制限
内容等を検討します。 
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川内、脇野沢地区は都市計画区域外のため、検討地区から除外します。 
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2-1、3-1、4-1地区 
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居住環境保全地区 

小規模な店舗（コンビニエンスストア程度）や事務
所を許容する。 
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5-1.東通り地区 産業業務地区 

インターチェンジの広域交通利便
を活かした流通業務機能を持た
せ、機能向上に資する中規模な
店舗、事務所や倉庫、小規模工
場等を立地可能とする。 
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8-2地区 居住環境保全地区、産業交流地区、幹線道路沿道地区 
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居住環境保全地区 

産業交流地区 

幹線道路沿道地区 

居住環境保全地区 

小規模な店舗（コンビニエンスストア程度）や事
務所を許容する。 

産業交流地区 

第二種中高層住居専用地域を基本としながら
現卸売市場の規模を考慮し、店舗、事務所等は
床面積3,000㎡までの規模を許容する。 

幹線道路沿道地区 
第一種住居地域並みを基本とする。 
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海洋科学、原子力産業、自衛隊施設地区は除外しました。 
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2-1地区、3-1地区 
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4-1地区 
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5-1地区 
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東通り地区 
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8-2地区 
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8-2地区 
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